
（
昭
和
十
九
年
法
律
第
十
号
）

抄

◎

厚
生
保
険
特
別
会
計
法

（
第
四
十
七
条
関
係
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
施
行
）
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
五
条

年
金
勘
定
ニ
於
テ
ハ
厚
生
年
金
保
険
事
業
経
営
上
ノ
保
険
料
、
一
般
会
計

第
五
条

年
金
勘
定
ニ
於
テ
ハ
厚
生
年
金
保
険
事
業
経
営
上
ノ
保
険
料
、
一
般
会
計

、
船
員
保
険
特
別
会
計
及
国
民
年
金
特
別
会
計
基
礎
年
金
勘
定
ヨ
リ
ノ
受
入
金
、

、
船
員
保
険
特
別
会
計
及
国
民
年
金
特
別
会
計
基
礎
年
金
勘
定
ヨ
リ
ノ
受
入
金
、

積
立
金
ヨ
リ
ノ
受
入
金
、
積
立
金
ヨ
リ
生
ズ
ル
収
入
、
年
金
資
金
運
用
基
金
ヨ
リ

積
立
金
ヨ
リ
ノ
受
入
金
、
積
立
金
ヨ
リ
生
ズ
ル
収
入
、
年
金
資
金
運
用
基
金
ヨ
リ

ノ
国
庫
納
付
金
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
八

ノ
国
庫
納
付
金
、
確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）
第
百

十
五
条
の
三
ノ
規
定
ニ
依
ル
厚
生
年
金
基
金
又
ハ
企
業
年
金
連
合
会
ヨ
リ
ノ
徴
収

十
三
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
解
散
厚
生
年
金
基
金
等
ヨ
リ
ノ
徴
収
金
、
業
務
勘

金
、
確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）
第
百
十
三
条
第
一

定
ヨ
リ
ノ
受
入
金
並
ニ
附
属
雑
収
入
ヲ
以
テ
其
ノ
歳
入
ト
シ
同
事
業
経
営
上
ノ
保

項
ノ
規
定
ニ
依
ル
解
散
厚
生
年
金
基
金
等
ヨ
リ
ノ
徴
収
金
、
業
務
勘
定
ヨ
リ
ノ
受

険
給
付
費
、
国
民
年
金
特
別
会
計
基
礎
年
金
勘
定
ヘ
ノ
繰
入
金
其
ノ
他
ノ
諸
費
、

入
金
並
ニ
附
属
雑
収
入
ヲ
以
テ
其
ノ
歳
入
ト
シ
同
事
業
経
営
上
ノ
保
険
給
付
費
、

同
事
業
ノ
福
祉
施
設
費
若
ハ
営
繕
費
、
年
金
資
金
運
用
基
金
ヘ
ノ
出
資
金
若
ハ
交

国
民
年
金
特
別
会
計
基
礎
年
金
勘
定
ヘ
ノ
繰
入
金
其
ノ
他
ノ
諸
費
、
同
事
業
ノ
福

付
金
又
ハ
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
ヘ
ノ
交
付
金
ニ
充
ツ
ル
為
ノ
業
務
勘
定

祉
施
設
費
若
ハ
営
繕
費
、
年
金
資
金
運
用
基
金
ヘ
ノ
出
資
金
若
ハ
交
付
金
又
ハ
独

ヘ
ノ
繰
入
金
並
ニ
厚
生
年
金
基
金
及
企
業
年
金
連
合
会
ヘ
ノ
負
担
金
ヲ
以
テ
其
ノ

立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
ヘ
ノ
交
付
金
ニ
充
ツ
ル
為
ノ
業
務
勘
定
ヘ
ノ
繰
入
金

歳
出
ト
ス

並
ニ
厚
生
年
金
基
金
及
企
業
年
金
連
合
会
ヘ
ノ
負
担
金
ヲ
以
テ
其
ノ
歳
出
ト
ス

第
十
三
条

事
業
運
営
安
定
資
金
及
児
童
手
当
勘
定
ノ
積
立
金
ハ
財
政
融
資
資
金
ニ

第
十
三
条

事
業
運
営
安
定
資
金
及
児
童
手
当
勘
定
ノ
積
立
金
ハ
財
政
融
資
資
金
ニ

預
託
シ
之
ヲ
運
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

預
託
シ
之
ヲ
運
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

②

年
金
勘
定
ノ
積
立
金
ハ
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
章
の
二
ノ
規
定
ノ
定
ム
ル
所
ニ

②

年
金
勘
定
ノ
積
立
金
ハ
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号

依
リ
運
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

）
第
四
章
の
二
ノ
規
定
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
運
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得


